
なお本法王I!斤l上の根幹ともいうべき船舶安全法施行規WJ (11日

荊] 9 ・ 2 逓信省令第 4 号)があって ， その内容は法律の委任にもと

づく 各極のIJr.~買 ・ 検査その他各般の手続等多岐にわたる事項が

規定されている。

参考文献運輸省編 船舶安全法規。(今官1光国)

せんぱ く かんりぶ 船舶管理部 図欽の支社の地方機関(地

プJにおいて国鉄の業務を分掌している機関であって，国鉄の従

たる事務所をなすもの)。船舶の巡航の安全を確保するため， 昭

和130 ・ 71盟国鉄道管理局から船舶部門を分隊して設置した， 船舶

の巡航1白'I'Jlを専管する国鉄唯一の際限lであるn その所管業務は

連絡船による旅客 ・ 荷物および貨物の述輸， ならびに船舶;およ

び船舶施設における榊内営業，および鉄道広告の事業の経営で

ある。そしてこれらの業務を行うのに必要な船舶および海上工

作物の新設 ・改良 ・ 保存および管理 ・巡航保安 ・ 職員の労務管理 ・

養成 ・ 訓練 ・ 安全管盟主宇をfうっている。以上の業務を行うため

船舶施設である土地 ・ 建物その他の固定財産をもち ・ 使用して

いるが，巡航管理!に専念させるためと経営の合理化の見地から

して ， 防げん材 ・ 海上工作物および紛舶をのぞいて， すべて四

国鉄道管理局で筒守することと している。また訴訟・会計事務・

決p:等も情JI市てJ担当することとしている。

船舶管理部は高松市に設位してあり，字荷船舶管理部と称し

ている。その所管区j或は宇野 ・ 高松|間航路 (10樫)ならびに字野

さんmおよび高松さん総である。

その内部組織は総務課 ・ 海務部~および船務課の 3 課となって

いる。このほか紛前|管理部に次長 l 人お よび蚊督若干人を↑泣き ，

部長を助けさせているが， m~替は船舶関係業務の指導およひ.監

倍を行 うものである。

き見業儀|刻として船員区(高松)，連絡船(瀬戸丸 ・ 恩山丸 ・ 鷲

羽丸 ・ 第一宇it~丸 ・ 第二宇高丸 ・ 第三宇高丸)および前掲のさ

ん橋がある。

連絡船は総ト γ数が 6， 400 t で， 司11股客船 3 隻 ， 車両渡船 3

隻となっており ， 宇高航路における昭和 31 年度の年間輸送人員

はが:J 343 万人(国鉄全航路旅客の約 32 % ) ， 年間貨物輸送量はがJ

222 万 t (国鉄全航路輸送量の約 33 %) となっている。紛品t1管沼!

剖1に所属する職員数は，約 900 人である。(宮仮正直)

せんぱくき 々く にとりあっかいほ う こ く てつづき 船舶客

荷取扱報告手続 国鉄が所管する船舶について，その輸送金

および収入の計~:を行う基礎資料とするため， 昭和 26 ・ 7 総裁

逮第 34 1 号によって定められたものであり，第 l 条から第 7 条

までの 7 筒条から構成され，っき「のような内容が織りこまれて

いる。

1 適用範閤 船舶により輸送した旅客 ・ 手小荷物 ・ 郵便物

および貨物の数量に対する取扱方ならびに船舶内で取扱った収

入金について， 船長がこの手続の定めるところにより，船舶客

荷取扱報告を作成するものである。

2 報告様式各航路によって，それぞれの様式が規定され

てお り， っきrの 7 極類に区分しである。

mn 釘1 背森 ・ 函館聞旅客肝j

首I~ 2 極 '広島 口 ・ 宮島問 ， 大畠 ・ 小松戸品開， 下関 ・ 門司港問

旅客用

第 3 在E 宇野 ・ 高松聞旅客用

調l; 4 極 仁ブ1 ・ 姻江間m

白~; 5 極 青森 ・ 函館開貨物用

語~; 6 極宇野 ・ 高松問貨物用

自l;7 極 宮島 口 ・ '広島問， 大畠 ・ 小松港|筒，下関 ・ J"J司 y).g IHI

貨物用

せんぱくさい

なお，臨時航路については， 第2t重を it!i fH している。

3 報告の作成-;5 各航路によ って奥なっているが，青森 ・

函館間航路は -H史ごとに， 宮島口 ・ 宮島問， 大畠 ・ 小松港問お

よび下関 ・ 門司港問の貨物は， zzt 苛お よび揚荷の終了 日ごと に，

その他の航路は 1 日間の上 ・ 下使ごとに作成することになって

いる。

4 報告の記入方

(1) 旅客人員は有賃扱と無賃扱に区別し，等級日1)の大小人別

としている。また有15:旅客については， 常通旅客と割引の適用

を受けた旅客に区分して ， 定期外 ・ 定Jm別に記入することとし，

乗換人員も大小人別に計ヒしてい る。

(2) 紛納で発売した急行券 ・ ìt!l急行券 ・ 特別 2 等1Jl券・特日1)

2 等船室券および寝台券については等級別に，また入浴券や過

剰l金も，それぞれの券数および料金を記入する。

(3) 手荷物 ・ 小荷物 ・ 特別扱新聞紙同雑誌および郵便物につ

いては ， 偶数ならびに車数を記入している。

(4) 貨物数量は車扱および小口貨物別の積空別に， 車数およ

びトゾ数を記入するのである。

5 報告の提出箇所報告を甲 ・ 乙 ・丙の 3 片制としている

ため 1'11片を担当の鉄道管理局統計談(ただし背函航路は札幌)に，

乙片は青函が海務部， 広島が船舶音11.四国が宇高船舶部にそれ

ぞれ提出し，丙片を各船舶の俊とするのである。

6 航路外巡航の処理方

7 記入事項の付加1 付加lの必基Eあるときは， 関係鉄道管理

局長が経型局長の承認を得て行うこ とにな っている。(湯本平兵

衛)

せんぱ く さいかせつぴ 船舶載貨設備 船舶に備付けられて

いる貨物の絞創l設備および獄入場所の総称で， そのおもなも の

はっき'のものである。

1 荷役要具 (cargo gear) 貨物の依創l しは一般に船舶備付

けの揚貿信基 (winch) ・ デリ ッ ク (derr ick) ・吊鈎(つり かぎ ・ hook) ・

も っ こによって行われるが， これら一連の機具を総称してカ ー

ゴ ・ ギヤとし、う。デ リ ッ F とは荷役の際に貨物をつるし上げる

棟で木製 ・銅製 ・ 円柱状 ・かご型のもの等その材質・形状には極々

のものがあるが，いずれも舷(げん)側から他の舷側の方向まで

その先端を回転することができ ， その働力も 3t 巻 ， 6 t 巻， 8t 

巻， 10t 巻等のものがあるが，普通 3-6t 巻のものが多い。揚

J'í: f畿は荷役の原動力てーあって， 蒸気によるもの ・ 電気モ ー タ ー

によるもの等あり ， その揚力は 3-5 t 巻が普通である。

2 船給(せんそう ・ hold) および給口 Chatch way) 貨物綴

入れ場所が船給であって， その出入口を給口という。貨物積載

後は紛口は給口蓋を敷きつめ，その上を防水帆布をもって被覆

する。 船自ft内には貨物の汗j需を防ぐための通風装鐙を有する。

そのi温風方法はiiñ風筒のように自然通風によるもの と ， モ ー タ

ーのごとき機械i温風装置によるものがある。また火災報知綴 ・

消火装置も設備されている。

3 特殊貨物積載設備 資重品 ・ 高fi町品または他の貨物に損

害を与える粗恕品 ・ 散油 ・ 冷凍貨物等の綴械のため， 紛紛内ま

たは船尾後(ろう)内等につぎのような特別装置の倉庫を設置し

ているものもある・。

(1) silk room または treasu re room も っぱら生糸 ・ 金

塊等の貴重品を絞入する (2) mail room または specia 1 room 

~f商品 ・ 郵便物を綴入する (3) dirty cargo room 粗悪品

を絞入する (4) deep tank 船橋楼の前方または後方に油

タソ ク を設tl'i し ， 積載油のないときは一般貨物をもとう載する。

(5) refrig�rating room 冷凍設備を有する貨物庫であっ




